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の水資源ということを最大の武器にしながら、

あるいは最大のよりどころにしながら、誇りに

しながら、これから自給圏構想には参画してい

かなきゃいけないというふうには思うわけです、

もちろんエネルギーという分野でですけども。 

 自給圏構想そのものは、長井のレインボープ

ランを大きな下敷きにしながら構築された構想

です。ですから、なおさらのこと、レインボー

プランというのが、これからどんなふうに展開

していくのかということは大きな注目の的であ

りますので、自給圏構想とともにレインボープ

ランをしっかり定着させるように、これは各課

にもお願いをしたいわけですけども、農林課長

のほうにちょっとお聞きします。 

 今まで取り組んできたこと、数字も上げて報

告をしていただきましたけども、出口の問題な

んですが、やっぱり生産者の方々は、出口がし

っかりしていればつくるよということをよくお

っしゃってくれるわけです。市長も先ほどおっ

しゃったように、生産者の高齢化ということも

あって、なかなか認証農家の方々がふえていな

いということもありますが、でも出口がしっか

りあると、まだまだつくりたいという方も多い

ということは聞いております。菜なポートさん

も一生懸命頑張って販売拡大のほうにはしてい

ただいていますが……。２分過ぎました、どう

いうふうにまとめようか。していますが、これ

からぜひ農林課のほうでも、行政のほうとして

も、消費者の方々に向けた強いメッセージを、

強いというか、メッセージをぜひ発信していた

だきたいと思います。 

 これは要望ですが、つまり菜なポートさんだ

けではなくて、これは市の政策の柱なんだとい

うことも、ぜひ市民の方々には認識していただ

くためには、市長初め農林課長のメッセージな

ども菜なポートの中にも掲げていただきたいと

思いますので、要望しておきます。今は質問し

てはいけない時間ですもんね、これが要望だけ

で終わりますが、最後に１分間要望を、企画調

整課長にお話しします。 

 実は、私も資料を若干持ってます、櫻井さん

のほうからいただいた資料などがあるんですけ

ども、市の政策をやっぱり外部からの視点でよ

り効率よく、あるいはよりスピード感を持って

政策実現につなげていこうというのがシティー

プロモーションの大きな、これはテーマだと思

いますが、ぜひ新しい視点というのも加えてほ

しいと思います。せっかく首都圏の方々のニー

ズを、なかなか地元にいると首都圏のニーズっ

て、そう簡単にはわからないんでありますが、

櫻井さんを初めとして、観光大使の方であると

か、そうしたニーズを十分にこちらに還元して

いただいて、新しい視点でさまざまなものをつ

くり上げていくという、物産もそうですけども、

そういったことをぜひこれからも続けていって

いただきたいと。 

 各課には市長も含めて、強い期待を申し上げ

て、質問を終わります。ありがとうございまし

た。 
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○１４番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 私は、市民生活の向上を願いながら、一般質

問を行います。 

 通告をしております５点について、順次質問

申し上げますので、明快な答弁をいただきます

ようにお願いをしておきたいと思います。 

 一言申し上げますが、先月、私は昼休みの時

間中に、中道の郵便局に行きました。おらんだ

ラジオの放送が流れていました。市内どこへ行
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ってもこういうふうに聞けたらなというふうに

感じましたし、こういうことが広がればいいな

とつくづく思いましたので、一言申し上げてお

きたいと思います。 

 質問の第１は、平成27年度施政方針について

です。 

 ２月の27日に、平成27年度の施政方針が示さ

れました。長いと感じましたし、長井創生元年

と位置づける考え方は理解をするものの、多く

のことを列記し過ぎてはいないか心配になりま

した。１年間の中でどれだけのことを意識をし

ながら展開できるだろうかと考えてみましたが、

それにしても課題や問題は多いと改めて感じさ

せられたところです。 

 施政方針が示されました中で、以下４点につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 第１点目は、国の地方創生をどう考えるかに

ついて、市長に伺います。 

 第２次安倍内閣で、今後の大きな課題の一つ

が地方創生にある、このことはご案内のとおり

ですし、施政方針にも随所に地方創生の言葉が

踊っています。私は施政方針で触れている、

「全国1,700余りの市町村には1,700余りの処方

箋があるように、みずから知恵を絞り、解決策

を見出し、市民が納得できるまちづくりを実践

し、若者の働く場、雇用の創出につなげていく

のが創生の鍵と考えております」という捉え方

は、そのとおりであり、国に対しては地方がそ

れぞれに模索をしている現状を、そのまま積極

的に評価し、国が具体的に支援をするという方

向をとることこそ、本当の意味で地方創生につ

ながるものと考えます。 

 地方の判断、地方の自主性を重んじた地方創

生にするために、国が何も言わないで積極的に

応援をしていくことこそ大事と私は考えますが、

いかがでしょうか。市長の考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 同時に、私は国が平成27年度中の策定を求め

ている計画づくりについては、それぞれの自治

体が持っている総合計画を新たな計画づくりに

変えることができると思いますが、いかがでし

ょうか。市長の見解をお伺いいたします。 

 私は、国は計画づくりをさせながらも、それ

ぞれの自治体の自主性を尊重するのではなく、

逆に国が想定しているいくつかのパターン、そ

れに合致をした施策に対して支援をする、そう

いう方向を考えているのではないかと感じます

し、そのことを通じて地方に新たな競争、いわ

ば財源分捕り合戦的な競争になってしまいはし

ないか心配でなりません。これでは地方創生は、

予算分捕り合戦になってしまいます。そうでは

なく、それぞれの自治体の考え方を尊重した、

公正で公平な地方創生に仕上げていかなければ

なりません。 

 また、施政方針には、「スピード感を持って

チャンスを生かす攻めの市政運営をする」、

「未来への責任を果たす」、そして、「しなや

かなまちづくり」などの文言がちりばめられて

いますが、これらの文言にはどういった思いや

考え方があるのか、あわせてお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 第２点目は、総合型スポーツクラブは、市民

１人１スポーツの受け皿になっているかについ

て、教育長に伺います。 

 私は花スポが市民１人１スポーツを実践する

ための受け皿にはなっていないし、力を発揮で

きないまま推移をしていると感じています。私

自身、花スポの会員ですが、花スポからの各種

案内を見ても、参加してみたい、利用してみた

いという種目が見当たらないこと、同時に、会

員だから各種スポーツ施設などを格安、あるい

は自由に利活用できるなどの特典もないという

状況で、魅力に欠ける内容となっていると感じ

ます。これでは会員拡大を図るといっても、容

易ではないと感じます。私はもっと広く関係機

関の力をかりること、生涯スポーツ課や文化生
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涯学習課等が持っている施設、あるいは力を総

動員すること、そして教育長や体育協会会長、

あるいは体協の役員の皆さんの協力を得ること

が必要だと感じます。 

 そのためには、体育協会傘下の各競技組織が

花スポとの連携強化を図ることこそ、競技人口

の拡大や底辺拡大につながる不可欠な存在であ

ることを改めて認識することが重要です。大事

なのは、教育委員会全体で動くこと、特に教育

長と体育協会会長、そして理事はトップセール

スを日常的に展開をしていくこと、これが求め

られると感じます。 

 あらゆる可能性に対して、教育委員会や体協

が前面に立って活動を展開していく以外に、会

員拡大と活動の領域を拡大することはできない

と私は思いますが、いかがでしょうか。教育長

の決意を含めた見解をお聞かせいただきたいと

思います。 

 第３点目は、転入者への支援も必要と思うが、

現在の市民に対する支援、補助はもっと大事だ

と思うがについてです。 

 私が申し上げたいのは、移住、定住促進施策

と同様に、今、長井市に住んでいる市民に対し

て、より濃度の濃い住民サービスが提供される

よう配慮が払われなければならないという問題

意識です。 

 この間の定住促進事業もそうですし、ふるさ

と納税制度を見て感じることは、なぜ長井市民

ではない人への返礼や補助が手厚いのかという

ことと、翻って、長井市で納税している市民に

は何もないのかという素朴な疑問です。私は定

住促進事業の展開やふるさと納税がおかしいと

申し上げているのではなくて、本来一番最初に

考えていかなければならない市民に対する扱い

がおろそかになってはいないか、いつの間にか

定住促進上の補助額やふるさと納税に対する返

礼品の多寡を競争することに、労力が費やされ

ている実態はないのかということであって、長

井市民の生活向上のための施策こそ今以上に充

実されなければ、いくら転入者がふえても、ふ

るさと納税額がふえても、それは一時のことで

しかなく、定着しないのではないかと危惧をし

ています。 

 長井市に移住する際の補助を強調するのでは

なく、長井市民になればこういう住民サービス

を受けられるという発想を変えていくこと、こ

のことが大事だと私は思います。 

 あくまで主人公は、今、長井市に住んでいる

市民の生活向上を図ることにあることを再確認

しながら、行政運営と事業展開を図ることが必

要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

市長のお考えをお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 第４点目は、自治公民館について、この間ど

う検討されてきたのか、教育長に伺います。 

 施政方針では、自治公民館という文言は出て

きますが、自治公民館をどうするとか、自治公

民館への対応策などについては具体的なものは

ふれられていません。平成27年度予算の資料を

見ても、この間指摘をしてきた自治公民館活性

化事業補助はそのままであり、自治公民館施設

整備補助事業も従来の考え方のままです。 

 同時に、地域防災事業での地域の自主防災組

織で中核となる身近な地域の施設である自治公

民館そのものが、耐震化もままならず存在して

いることを考えるならば、そういった自治公民

館の耐震診断には、市が全面的に援助をすると

か、必要な耐震化工事には公民館施設整備事業

補助金とは別に、支援のあり方や具体策を検討

するである等のことが一言もふれられていませ

ん。私は、正直不信感を持ちます。どうなって

いるのでしょうか、問題意識はあるのでしょう

か。これまでどのように検討されたのか、今後

どうしていこうと考えておられるのか、教育長

から明らかにしていただきたいと思います。 

 質問の第２は、都市再生整備事業の計画変更
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についてです。 

 １月21日の全員協議会で、観光交流センター

整備に係る事業費の説明がありました。当初計

画事業費は８億9,140万円と見込んでいたもの

が、実施及び予定額では10億7,388万3,000円と

膨れ上がり、１億8,248万3,000円という差が出

てしまったという内容でした。建築関連工事で

は7,647万5,000円、測量設計費では2,827万

7,000円、用地関連では7,778万3,000円、それ

ぞれ増額となるということでした。私はこうい

った工事、あるいは事業を展開する際には、あ

る程度の誤差が生じることは往々にしてあり得

ることだと考えています。 

 例えば、消費税分の税率アップによる増税と

か増額とか、資材費が高騰したための増額とか、

あるいは登記上の面積と実測面積の差による増

額などはあり得ることと思います。しかし、用

地関連でいえば、住宅用地の459万円の増額と

か、住宅補償費で6,588万円の増額になること

については理解することができません。「想定

単価に違いがあった」とか、「調査を行ったと

ころ、想定外の経費がかかったことがあって増

額になってしまった」という変更理由では、到

底納得できません。 

 特に住宅補償費では、当初計画では7,382万

円としていたものが、実施予定額では１億

3,970万円と２倍近い額になっていることは理

解できません。民家３軒の用地費や住宅補償費

については、これまで一般質問や総括質疑、そ

して全員協議会や産業・建設常任委員会協議会

などでも議論がありました。何度も何度も「本

当に３軒で7,382万円の住宅補償費で間に合う

のか」、「7,382万円という額は妥当な額なの

か」と、「後になって足りませんでしたという

ことになるのではないか」という質疑や心配の

声がありましたが、当局は「これで間違いない、

大丈夫だ」という答弁を繰り返して来たと私は

捉えています。にもかかわらず、申し上げまし

たような大幅な増額の計画変更となったことは、

あいた口がふさがらないと言わざるを得ません。 

 当局の、「これで間違いがない、絶対大丈

夫」という答弁を受けて、観光交流センター整

備に係る計画を了と判断した議員にしてみれば、

こんな大幅な増額の計画変更を手放しで受け入

れることはできません。当局の説明責任や説明

の内容は、そんなに軽いのですか。基本的な数

値の捉え方や基本的な部分での見込み違いが、

そんなにしょっちゅうあるものなのでしょうか。

不可抗力とは言いがたい内容変更だと私は考え

ますし、説明責任を果たすのであれば、それな

りのけじめをつけなければ、この問題は前には

進まないと私は考えます。 

 当時の答弁が、当時のまち・住まい整備課長

の個人の見解であれば、相応の賠償額を算定し

て長井市に返金を求めることもできると思いま

すし、また、当局の一致した答弁内容というの

であれば、上司や関係課内でのけじめをつけな

い限り、このたびの計画変更を土台とした平成

27年度の関係予算審議には応じることは難しい

と私は考えます。きちんとけじめをつけること

が説明責任を果たすことになると考えますが、

いかがでしょうか。市長の決意をお聞かせいた

だきたいと思います。 

 質問の第３は、協働のまちづくりを進めるた

めの広聴機能をどうつくっていくかについてで

す。 

 長井市まちづくり基本条例ができてから丸９

年がたちました。「市民と市とが情報を共有す

るとともに、市民及び市がそれぞれ適切に役割

を分担しつつ、協働による施策を実施するこ

と」を基本理念として掲げたまちづくり基本条

例では、「市民はまちづくりの主体であり、ま

ちづくりに参加する権利を有する、市民は相互

に多様な価値観を認め、みずからの発言と行動

に責任を持ち、まちづくりに取り組むよう努め

るものとする」と「市民の役割」を定め、また、
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「市はまちづくりの主体は市民であることを認

識し、市民との情報の共有及び協働を図りなが

ら適切かつ公正にまちづくりを行わなければな

らない。市は政策の形成過程において、市民の

意向を的確に把握し、これを政策に反映するた

め、市民が参加する機会の拡大に努めなければ

ならない」という「市の責務」を明示し、同時

に、「市は市民とまちづくりに関する情報の共

有を図るため、公文書の開示を適切に行うとと

もに、政策の形成過程にあるものを含めたまち

づくりに関する情報の積極的な提供に努めなけ

ればならない」という「情報公開の推進」をう

たい、また、「市はまちづくりの基本的な方針、

その他重要な事項を定める計画及び条例の立案

に当たっては、その案の内容、その他必要な情

報を公表し、市民の意見を求めるとともに、そ

の意見に対する市の考え方を公表しなければな

らない」という「意見公募」の規定を持ち、あ

わせて、「市は市民からの意見、要望等があっ

たときは、速やかに事実関係の調査をし、誠実

に応答しなければならない」という「意見、要

望等への対応」を規定していることはご案内の

とおりです。 

 条例を設定してから９年、このまちづくり条

例の基本的な考え方や理念はどのように進めら

れてきたのでしょうか。条例等の制定や新たな

計画を作るときなどには、市民に対するパブリ

ックコメントを募集しており、その結果が公表

されていますから、以前から見れば住民参加、

住民との協働のまちづくりは、ある程度進んで

いると考えることができます。 

 私は、まちづくり基本条例で規定をする内容

を充実させる取り組みを、これからはもっと進

めていくことが必要だと考えています。その意

味で、以下２点について、市長の見解をお伺い

したいと思います。 

 １つは、情報公開をより一層進めていくため

の推進課題についてです。 

 まちづくり基本条例第10条では、情報公開の

推進をうたい、同じく第21条では、市は市民と

の協働を推進するための環境の整備に努めなけ

ればならないと規定しています。しかし現実は、

市の情報公開はインターネットなどを活用した

ものが多く、実際には市民のどれくらいの人が

情報を得、活用しているのかといえば、疑問を

感じてしまうと言わなければなりません。 

 私は、市内の地区公民館、そして市立図書館、

同時に市役所庁舎内に長井市が情報を公開して

いる各種内容を陳列するコーナー、市が市民に

意見を求めている内容が一目瞭然にわかるコー

ナーを早急に整備できないかと考えています。

インターネットだけではなく、そこに行けば、

市が市民に求めているものはどういうものなの

かがわかる場所を提供していく、そういった環

境をつくっていくことは大事なことと私は思い

ますが、いかがでしょうか。市長の考えをお聞

かせをいただきたいと思います。 

 ２つは、市民の考えや意見、声や要望を、書

面とかメールなどを活用して広く求めること。

従来のように、一つの条例や計画に関する意見

や要望だけではなく、広く市政一般に関する意

見や声を、書面やメールで当局に上げ、当局は

それに対し回答し、公表していくというシステ

ムをつくることはとても意義深いものと私は考

えますが、いかがでしょうか。 

 長井市議会は、ようやく議会基本条例を策定

をしましたけれど、その中では会期外に文書で

質問できる規定をつくりました。これと同様な

形で意見や質問をするシステムをつくり、これ

を活用する形で市民との協働のまちづくりを進

めることはできないでしょうか。私はぜひ早期

に実現いただきたいと考えますが、いかがでし

ょうか。市長の見解をお聞かせをいただきたい

と思います。 

 質問の第４は、指定管理者制度のあり方につ

いて、総務課長に伺います。 
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 ３月定例会に10件の「指定管理者の指定」の

議案が提案をされています。ほとんどが２回目、

３回目の「指定管理者の指定」となっています

が、私は長井市におけるこれまでの指定管理者

制度の活用法等について感じていることと、文

教常任委員会の中で議論になっていることを基

本に、以下お伺いをいたします。 

 １つは、「指定管理者選定採点集計表」の活

用についてです。 

 指定管理者を決める際には審査委員会を開き、

審査委員による質疑があって、その後、審査委

員による指定管理者選定採点を行い、それを集

計して合格ということになれば、当該指定管理

者に通知をしていくという流れになります。 

 「指定管理者選定採点集計表」をそれぞれ見

てみますと、採点者によって点数が違っている

ことと、同時に審査項目によっては審査点数が

なかなか伸びていないものが多く見受けられま

す。これらの審査点数の違いや項目によって審

査委員の点数が辛いという状況は、それぞれ指

定管理者に対する問題点の指摘や改善点などの

各種課題が、浮き彫りにされていることを示し

たものではないかと文教常任委員会では感じま

す。この「指定管理者選定採点集計表」をもと

に、まず審査委員会でお互いが採点した結果を

もとに、それぞれがどういった視点で捉え、ど

ういった問題意識を持っているのか、さらに指

定管理者が改善を図らなければならない課題や

問題はどこにあるのかなどを明らかにする中で、

共通の視点をそろえていくということは大事な

ことと思いますが、そういう話し合いを展開す

るお考えがないか、総務課長のお考えをお聞か

せをいただきたいと思います。 

 ２つは、この「指定管理者選定採点集計表」

をもって指定管理者との協議の場を持ち、採点

内容を指定管理者にきちんと伝えることを通じ

て、今後の指定管理の中身を充実することにつ

なげられるのではないかと考えられると同時に、

指定管理上の問題や課題を具体的に明らかにし

て改善を求めるという方向につなげる必要があ

るのではないかと考えますが、いかがでしょう

か。総務課長のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 ２つは、「公募」の考え方の徹底が必要では

ないかという問題意識です。 

 近年、公の施設の運営において、利用者にと

って満足度の高いサービスが提供されるととも

に、効率的な運営や公の施設で実施する事業自

体も、多様性、柔軟性、さらには専門性などが

求められるようになり、より効果的、効率的に

対応するためには、民間のノウハウを生かすこ

とが有効であるという考えに立って、管理主体、

範囲などの制限を外しつつ、公の施設として適

正な管理を行う仕組みを整備をしたもの、これ

が指定管理者制度であるということを考えると

き、私はその導入に当たっての基本は「公募」

にあると考えています。 

 しかし、今回の市立図書館の指定管理者の指

定では、「公募」ではなく「非公募」による選

定手法となっており、これまでの業者に引き続

き指定管理者としての管理を求めたという形に

なっています。これは、指定管理者制度の持つ

基本を無視したものではありませんか。指定管

理の原則は、あくまで「公募」であり、「公

募」を通じて住民サービスの向上と、同時に効

率化や費用の低減化を図ることにつなげていく

必要があることは言うまでもありません。地方

自治法の改正の趣旨をきちんと理解し、原則を

守ることが必要だと考えます。総務課長はこの

たびの対応をどう捉え、今後どういう対応を求

めようとお考えなのか、お聞かせをいただきた

いと思います。 

 質問の第５は、組織機構の見直しについて伺

います。 

 組織機構見直しによる課の設置条例の改正案

が提案をされており、同時に「参事の設置」も
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提案されていることはご案内のとおりです。私

はいくつかの整理が必要と思いますので、以下、

市長にお伺いをいたします。 

 １つは、「参事の設置」についてです。 

 「参事」イコール「部長」なのではないかと

考えられますが、どういう位置づけなのでしょ

うか。私は変形した部制というのであれば、ま

ず「参事」そのものの職に対する位置づけを明

確にしなければならないと考えます。 

 仄聞するところでは、「参事」は管理職の一

つの形状であり、待遇は課長等より管理職手当

を増額するということのようです。私は管理職

手当を増額するという程度の位置づけではなく、

明確に課長職よりも上級に位置づけること、そ

して、その待遇は給与表上、新たな級を設定し

て対応すべきものと考えます。明確な位置づけ

と待遇を明確にすることで、その任務の重さを

自覚するとともに、責任を持ってもらうという

ことが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

 また、議会との関係でいえば、本会議への出

席説明員は、これまでの課長ではなく参事まで

とすることが、ほかの自治体議会の例を見ても

当然の姿と考えますが、いかがでしょう。見解

をお聞かせいただきたいと思います。 

 また、教育長を参事と兼任するということで

すが、これは私は理解できません。本年度から

教育委員会の形態が変わることはご案内のとお

りであり、その中で教育長は文字どおり教育行

政のトップということになります。教育行政の

トップが参事兼任、兼務ということにはならな

いと思いますし、新年度から新たに出てくる総

合教育会議の趣旨を考えても、参事兼務はあり

得ないと私は思います。 

 教育委員会の場合は、むしろ新設が予定をさ

れている「教育総務課長」が参事を兼務し、教

育行政全体を掌握していくこと。同時に、施設

整備室も、その監督下において、学校施設だけ

でなく、文教や体育施設整備をできる体制をと

るほうがよいのではないかと考えますが、いか

がでしょうか。市長の見解をお聞かせいただき

たいと思います。 

 ２つは、これまでの「課長と主幹」、そして

「課と室」の関係がどうなるかについて伺いま

す。 

 私はこれまで、「主幹」という職が年々増大

している傾向は、組織運営としては決してよい

ものではないと感じてまいりました。それが、

このたびの組織機構の見直しではどのようにな

っていくのでしょうか。 

 同時に、「室」についても考え方をお聞かせ

いただきたいと思います。中途半端で、どこま

でどういった権限を持っているのかとか、どう

いう役割を期待しているのだろうかと、いぶか

しく感じるような室もあったと私は感じてきま

した。これらは見直しでどのようになるのでし

ょうか、お聞かせいただきたいと思います。 

 ３つは、今回の組織機構の見直しの結果、市

長のトップダウン方式に拍車がかかってしまう

のではないかという心配があることです。「参

事」という職を設けることで、組織の風通しは

よくなるのでしょうか。職員の意見、声は通り

やすくなるのでしょうか、市民の意見や声はど

うなるのでしょうか、これまで展開してきてい

る「庁議」や「課長会」などはどうなるのでし

ょうか、どう変わっていくのか明らかにしてい

ただきたいと思います。 

 私はこれまで、歴代の組織機構見直しを見て

きました。その中で言われる言葉に、「組織は

生き物だから」という言葉があります。何度も

何度も聞いてきた覚えがありますが、この言葉

は、「うまく組織が展開しないときによく使わ

れる言葉」のような印象を私は持っています。

「組織は生き物だから」が枕言詞にならないよ

う、健全な見直しを期待しますが、なお市長の

決意をお聞かせいただきたいと思います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。ご清
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聴ありがとうございました。（拍手） 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋孝夫議員のご質問にお答え

いたします。 

 私は、大きく４点ですが、たくさんご質問い

ただきましたので、少し早口になるかもしれま

せんが、できるだけ簡潔に答弁をさせていただ

きたいと思います。 

 まず最初、１点目の平成27年度施政方針につ

いてでございますが、議員からは、国が何も言

わないで積極的に応援していくことこそ大事と

いうふうなお考えを示されましたけども、私も

そのとおりだと思います。ただ、国のほうでは

国の政策に合致するもののみということだと思

っております。それはすなわち、人口減少をい

かに食いとめるかと、若い人たちを地方にとど

まらせなければ、あるいは戻さなければ、合計

特殊出生率は上がらないというふうに見てるん

だと思います。そのための施策が今回の地方創

生であり、そういった意味では、各市町村で策

定しております総合計画があるわけですが、こ

れは議員おっしゃるとおり、それをそのままが

一番いいわけですが、それを私どもとしては総

合戦略としてまとめる際に、国の求めるものと

方向性が一致してるかどうかということは、検

証しながらやっていかなければならないと思っ

ております。 

 予算の分捕り合戦みたいな形ではないかとい

うご指摘もございますが、そういった意味では、

議員からさまざまな施政方針の中でふれられて

いる文言の考え方について、ちょっとこれから

お答えしたいと思いますけれども、予算の分捕

り競争にやっぱり組みしないと、残念ながら採

用してもらえない、採用してもらえないと、長

井市として第５次総合計画にうたってる部分が

財源的な裏づけとして薄くなるというところは、

これいたし方ないのかなと、これ非常に残念で

すけども、そう思っているところです。 

 チャンスを生かすということのご質問がござ

いました。 

 長井市は他の市町村に先駆けて行財政改革を

進めて、改革を一定程度なし遂げたときにはと

いうことで、いろんな準備をしてまいりました。

これは７つのチャンスなんていうことで上げさ

せていただいておりますが、これは私の思い上

がりじゃないかという声もあるかと思いますけ

れども、ただ、そういう条件は、私とか長井市

の努力だけでなくて、周りがそうなってきてる

ということもあると思います。そういった中で、

地方創生というのは、いわゆる平たく言えば知

恵比べをさせられるわけですから、国の政策に

のっとった政策のみにしか応援しないというば

らまきではないというふうに言ってるわけです

から、そういった意味では、たまたまそういう

チャンスを活かせる、そういった機会なのかな

ということで使っております。 

 そういった意味では、予算の分捕り競争を、

ある意味では長井市はおくれてきましたので、

これを活かすという考え方もございます。 

 次に、攻めの市政運営ということでございま

すけれども、行革というのは緊縮財政をせざる

を得ないと。やっぱり私は、守りとか攻めなん

ていうのは、本来行政にあるべきではないとい

うふうに思ってますけども、でも行革の中では、

ここの15年から17年間というのは、やっぱりそ

うせざるを得なかったわけですね、聖域なき行

革でしたよ。ですから、３月補正でお認めいた

だきましたけども、例えば教育予算というのは

一番最重要視しなきゃいけないところなんです

ね。でも、それもできなかったのが今までの行

革だったと思ってます。 

 したがって、私ども市の職員の中で非常にモ

チベーションが下がっている状況です。その意

識を喚起する上でも、守って今まできたんだか

ら、これからは我々本来、公務員として、市の

職員としての志を発揮する場がこれからなんだ
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よということで、攻めの市政運営を行いたいと

いうこと、これは外に対して、市民に対してと

同時に、私ども市の職員そのものも、そういっ

た意識でいきたいということを私としては申し

上げたかったということであります。 

 第５次総合計画との関連ということでござい

ますけれども、第５次総合計画の３つの重点戦

略というのを、元気な人づくり、にぎわいと働

く場づくり、活発な地域づくりというのは、こ

れ柱にしたわけですけども、ある意味では、地

方創生で掲げている柱の一つのまち・ひと・し

ごと創生本部ですね、そのまち・ひと・しごと

に関連するものだというふうに思っております

んで、私どもとしては、地方創生のための総合

戦略というのは第５次総合計画と大きな大差が

あってはならないというふうに思っております

んで、これに基づいてつくれるものと。ただし、

事業、どういうプロジェクトをするかというこ

とが求められていますので、それらについては、

27年度に入りましてから、しっかりとした市民

各層に加えて、例えば労働界とかマスコミとか、

あとは金融界、金融機関、こういったところも

今まで余り入ってなかったので、そういった

方々にも入ってもらって策定委員会をつくって、

この、何ていうんでしょうかね、分捕り競争じ

ゃないですけども、そちらに参画するには、そ

ういった策定委員会で総合戦略をつくっていき

たいと考えているところです。 

 未来への責任を果たすとはどういうことかと

いうことですが、やっぱり長井市は今後とも30

年後、50年後にも地方自治体として存続するよ

うに、なおかつ自立する地方小都市として持続

可能な発展を目指さなければならないと、それ

が私ども、子供や孫に対する未来への責任だろ

うと。したがって、チャレンジをすること、そ

れが未来への責任だというふうに私は考えてお

ります。 

 あと、最後にこの項ですが、しなやかなまち

づくりのイメージですけども、藻谷さんの著作

の中に、日本政策投資銀行の主席研究員ですか、

「しなやかな日本列島のつくりかた」という本

がありますけども、これなどを読んでみても、

まさに今、特に長井でもものづくり産業という

のはグローバリズムに、これどうしても世界の

標準レベルに合わせざるを得ない、そういう状

況にさらされてます。市場経済主義ですね。 

 一方で、でも我々っていうのはグローバリズ

ムだけじゃなくて、地域の資源を生かして、私

ども長井ならではの、独自のやっぱりまちづく

りをしなきゃいけないと。それにのっとった経

済活動もあるわけでして、ですから、グローバ

リズムだから、かつて言われてたのは、ちょっ

と語弊があるかもしれませんけども、レインボ

ープランとグローバリズムは全く相反するんだ

と、こういうことを公然と言っている方はいっ

ぱいいました。でも、今はそうじゃないってい

うことがだんだんわかってきたと思います。や

っぱりグローバリズムの中でいかにローカリズ

ムを生かしていくかということが、実は地方創

生の精神だろうと。国で言った意思とはちょっ

と違うかもしれませんが、そういうふうに思っ

てます。我々独自で、やっぱり長井ならではの

考え方でまちづくり、あるいは経済活動もして

いきたいと。そういった意味で、例えばＡをす

るためにはＢはだめだとか、Ｂがあるからこれ

が成り立たないとか、そういうことではなくて、

選択と集中というような言葉もありますけども、

私どもにとって選択と集中というのは切り捨て

ではないと。10課題があって、その際に財源が

なくて、あるいは人材が残念ながらそろえるこ

とができなくて、10まで最初行くことができな

いと、それにはどこから行ったらいいかという

選択をして、最終的には全てうまくなるような

努力をするということが私たちの選択と集中な

んですよね。 

 ところが、国で言ってる集中と選択とか選択
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と集中とかいろいろありますけども、それはち

ょっと違うというふうに思ってますね。やっぱ

り切り捨てなきゃいけない、こう思ってます。

でも、私は長井市はそういうことをしてはいけ

ないと、そういうふうに思ってます。で、そう

いった意味でのしなやかなまちづくりでありま

す。 

 次に、２点目の、転入者の支援も必要だと思

うが、現在の市民に対する支援、補助はもっと

大切と思うがどうかということで、これは議員

おっしゃるとおりであります。 

 なぜ転入者の支援が一見市民から見ると厚い

かということでありますが、私ども、なぜ転入

者の支援をするのか、しかも子育て世帯を求め

てるわけですね。失礼な話ですけども、高齢者

の方は歓迎ということで厚い支援は考えてない

です、あくまでも子育て世帯なんですね。それ

は、今、地域に若い人たち、子育て世帯、ある

いは子供が少ないと、そのためにいろいろな問

題が生じております。小学校も複式になったり、

あるいは、また統廃合しなきゃいけないんじゃ

ないかということなどもありますし、地域の担

い手が少ないと、そういった意味で、子育て世

帯に来ていただければ、持続可能な長井市をつ

くる基礎になるという考え方で、外部からいら

っしゃる方を歓迎してるということでありまし

て、そういった意味では……。 

（「否定しているわけじゃない」と呼ぶ者あ

り） 

○内谷重治市長 はい。そういった意味で、いろ

いろ事務方のほうから、市民向けにこういった

いろんなことをやってますよということを上げ

てもらってますが、ちょっと時間がありません

ので、この辺は議員十分ご承知だと思いますが、

十分市民の皆様にもそういったことをしたいと

思ってますが、まずは外から若い人も子供も、

長井を担っていただくそういう人材をふやした

いということであります。 

 あと３点目の、これは都市再生整備事業の計

画変更についてであります。多額の増額となっ

ているが、これまでの答弁と乖離が大き過ぎる、

どうけじめをつけるのかというような趣旨でご

ざいます。 

 髙橋議員のご指摘につきましては、大変重く

受けとめております。これは昨日も一般質問で

いろいろご質問、ご意見等をいただきました。

都市再生整備計画事業は、概算の事業費で申請

が認められる事業で、その後、調査や設計の結

果に基づいて額を確定し、執行していくわけで

すが、そうした仕組みであるとはいえ、髙橋議

員ご指摘の、用地及び住宅補償費について、概

算で計上した額と、結果的に大きな乖離が生じ

てしまいました。 

 要因としては、該当する建物に実際に立ち入

らせていただく、詳細に調査をしなければわか

らない部分が大きかったためではございますが、

この差は本当に予想以上に大きかったというこ

とで責任を感じております。 

 概算の事業費８億9,000万円を出す際に、３

軒の補償費をどのぐらい見てるかということは

私も説明を受けました。で、３軒で土地代も含

めて9,000万円だと聞いて、そんなで足りない

だろうと当然私も疑問に思ったわけでして、た

だ、これ標準で見るしかないんだと。実際、実

施設計を組む際に、そこに立ち入って調査をさ

せてもらって、実施設計の段階で、やっぱりそ

こは増額になった場合はお認めいただくように

したいということで、いや、もっと上げてたら

いいんじゃないかということは再三申し上げま

したけれども、担当のほうからのそういった再

三の説明なので、私も了承したわけで……。 

（「前の課長ですか」と呼ぶ者あり） 

○内谷重治市長 そうですね。そういった意味で

は……。 

（「賠償請求したらどうですか」と呼ぶ者あ

り） 
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○内谷重治市長 いや、そういった意味では、私

も責任はあるというふうに重く受けとめている

ところでございます。 

 髙橋議員からは、前任者より相応の賠償とか、

上司や関係課内での一定のけじめをということ

でございますが、実際にこれ事業費が、全体の

枠での事業費の、ほかのところを削ってそこに

回すということになるので、実際のところの損

害は生じない仕組みになっておりますので、な

かなか概算時と確定時で事業費が変動するとい

うことで、事業の性格上、これを前任者に賠償

ということにはならないんではないかなと思っ

ております。 

 したがいまして、議員ご提案の対応につきま

しては、甚だ心苦しいと思いますが、いたし方

ないということでお答えすることしかございま

せん。 

 これまで行った説明の信憑性という点では大

きく信頼を損ねたということでございますので、

大変申しわけなく、心から陳謝を申し上げたい

というふうに思います。このたびの事業費の変

更につきましては、何とぞご理解を賜りたいと

いうふうにお願い申し上げます。 

 次に、４点目でございますが、協働のまちづ

くりを進めるための広聴機能をどうつくってい

くのかということであります。 

 これは、私も議員をさせていただいたときに

かかわっておりましたので、まちづくり基本条

例の本来の理念というのが薄らいでしまって、

実際のところ、執行者である私自身が、やっぱ

りこの条例を形骸化してるというふうに言われ

ても、これはいたし方ないと、非常に反省して

おります。 

 やっぱり一番は、常々思ってるんですが、市

民の皆様から直接手紙いただいたり、あと、市

民のご意見ということで、本庁舎入り口にも置

いてますが、それらのことをずっと見せていた

だきますと、やっぱり皆様、知らないところが

たくさんありまして、いかに情報を公開する、

情報の公開の仕方、これの工夫が足りないとい

うことで、実はこれも機構改革の中で、今度は

今、総務課の中に秘書、広報とか行革というの

を入れてますが、市民相談センターと昔のかつ

ての市民相談室というのが市民課所管なんです。

これをぜひ私のほうの秘書の所管にさせてもら

って、もう少し直接、トップダウンということ

ではなくて、広く私自身がきちんと把握できて、

そして市の職員もわかってるんでしょうけども、

やはり私は地域とか、あるいはいろんな団体へ

お招きいただいて、話す機会というのは年間、

去年でしたら60回、70回ぐらいありましたので

わかってるんですが、市の職員は残念ながら今

わからないんですね。 

 私も、例えば前、農林課の職員のときは、本

当に農家のうちにお邪魔しました。でも今の職

員というのは、私のときから比べれば、それは

多分３分の１も行ってないと思うんですね。で

すから、そういう実態が今、市の職員にありま

すので、そういったところをやっぱり私とか、

あと議員からもご提言いただいて、一つ一つご

指摘いただきながら改善していくということで、

ぜひ広聴機能を充実させていきたいと思います。

ちょっと時間がありませんので、この辺でさせ

ていただきます。 

 次に、最後でございますが、組織機構の見直

しについてでございます。 

 これについては、まず１つは、参事制を設け

させていただいたというのは、今24課あるわけ

ですけども、それに対してトップダウンはでき

ない状況です。24課の課長と話す機会なんてい

うのは、本当ないわけです。やっぱり何かあっ

たときは呼ばないと、私もいろんな会議に出な

きゃいけませんし、例えば去年、どれぐらい出

勤したかというと、やっぱり365日のうち330日

ぐらいは、それ以上出勤していますので、それ

でもやっぱり事務処理はできないと。 
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 ですから、そういった意味でいえば、参事の

皆さんのご協力を得て、やっぱりもう少し風通

しをよくしたいと。何もトップダウンでやると

いうことではなくて、下からも上がってくるも

のもわからないという、その24課を正直、副市

長と私できちんと把握しなきゃいけないという

のは、もう実質不可能だと。台形の組織ですか

ら、ピラミッドがいいとは言いませんけれども、

少なくともこれぐらい、議員おっしゃるように、

課題山積なんですね。本当、細かいことから大

きいことまでたくさんありますんで、第５次総

合計画でも46事業、これが柱なんですね。その

46事業をきちんとやっぱり把握できませんし、

担当とか担当課長の意見とかも交換できる時間

も残念ながらないということで、ぜひ参事とい

う役職でそれらをカバーしたいということと、

地方創生の中で求められている、いわゆるさま

ざまな事業、新たな事業というのは、やっぱり

プロジェクトを組まないとできない仕事ばっか

りです。24課の中で、これをやっぱり管理職も

含めて、相当今、主幹がおりますのでふえてま

す。行革の中で、あるいは人口が減っていく中

で、これは縮小しなきゃいけないだろうという

ことで部制をひかなかったと。あと、主幹につ

いては管理職率が非常に高いので、27年度の人

事については、10％から15％ぐらい管理職を減

らさなきゃいけないというふうに思っておりま

すので、そういった中で、横の連携がとれて、

時代要請に合った、そして市民のニーズに、あ

るいはさまざまなご要望にきちんと応えられる、

そんな組織をつくっていきたいと思っておりま

すので、決してトップダウンとか、そういった

ことではなくて、少しでもきちんとした市民の

幸せをつくるための組織として機能できるよう

に改革をしたいと思っておりますので、よろし

くご理解いただきたいと思います。以上でござ

います。 

○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 私からは、２点について、髙

橋孝夫議員のご質問にお答えいたします。 

 時間もございませんので、多少はしょらせて

いただきます。 

 スポーツクラブが市民１人１スポーツの受け

皿になっていないのではないかというご質問で

ありますが、これについては２年目を迎える花

スポでありますが、イベント、教室等について

は増加ということもしておりますが、議員おっ

しゃるように、まだまだ市民１人１スポーツの

受け皿としては不十分な状況だと、私も同じ認

識でございます。 

 会員となることでのメリット感がないという

ことがまず一番大きいということ、そのとおり

だと思います。新年度に向けて会員向けの回数

券の発行でありますとか、そういう意味での利

用の際のお得感みたいものについて工夫なども

しておりますが、将来的にメリットとして、ト

レーニング機器などを整備して、その利用で会

員が入ってよかったなと思えるような形を今後

検討していく必要があるなというふうに思って

おります。 

 また、花スポの組織強化とともに、行政が担

う役割といったものも明確にしていかなければ

ならないというふうに思っております。そして、

行政も一緒に進めることで、クラブ内の組織が

機能するような、そういう充実を今後教育委員

会全体で、議員ご指摘のようにしてまいりたい

というふうに思っております。 

 また、体育協会との連携につきましても、体

育協会のそれぞれの各傘下の加盟団体があるわ

けですが、そういった方々が教室の指導を主体

的に行えるような、あるいは連携しながら行っ

て、例えばキッズスポーツの入り口をいろんな

種目、多様な運動を体験して、その後、それぞ

れのスポーツに入っていけるような導入を図る

仕組みとか、そういったものを構築してまいり

たいというふうに思います。 
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 また、花スポの安定的な財源確保、経営基盤

の確立の観点からも、体育施設の指定管理の受

託を具体化できるような組織づくり、今、２年

目、５年間の有余期間のような形になってます

が、その間に構築してまいりたいというふうに

思います。 

 掛川市のスポーツクラブとか、それから尾花

沢市のスポーツクラブ、小国町のスポーツクラ

ブ等、先進地の組織なども参考にしながら、組

織づくりの検討を進めてまいりたいと。 

 議員からの、会員としての体験に基づく的確

な現状分析であると思いますので、そのことを

十分に検討し、私もトップセールスの重要性を

再確認いたしまして、広く関係機関の協力を得

てまいりたいというふうに考えております。今

後とも同様に、ご支援賜りますようお願い申し

上げます。 

 ２つ目の質問であります自治公民館について

でございますが、公民館連絡協議会の役員から

の意見聴取でありますとか、協議会の総会等の

機会に状況をお聞きしてまいりました。借地と

か借地料の負担が大きいという実態も把握いた

しました。 

 そのことを受けて、それに対する支援という

ことについて、実は具体的に予算要求などもし

てまいったところでありますが、その協議の中

でそれぞれの自治公民館の建設経過というのは

非常にさまざまで、館によっては土地も地主等

と直接話し合って、固定資産の免除手続まで努

力している地区から、あるいは地元で土地を購

入している地区などもございまして、一律に公

的支援をする制度っていうのが問題あるのでは

ないかということを指摘いただきまして、今回

制度の拡充というのが実現できませんでした。 

 また、今もやってます活動補助金については、

協議会の役員からは、それぞれの自治館で事業

を工夫しながら活用しており、利用の仕方など、

事例発表などを通して説明の機会を設けている

ことや、これまでのやり方で、そこはいいので

はないかというご意見が多うございました。 

 ただ、一方で、非常に地域の人口が減ってい

る地域、そして住民活動に参加が少なくなって

いる。新しい事業になかなか踏み込めないって

いう地区などもある実情も感じております。そ

ういった地区に対して、例えば何がしかの支援

が今後本当に必要だなということも感じており

ます。例えば、地区内の交流、ふれあいを深め

る事業に対して、定額にはなるかもしれません

が、それに対しても、現在の事業補助金の枠組

みの中で拡充することなどについて、今後検討

してまいりたいというふうに思っております。 

 それから、自治公民館の耐震化に係ることで

ありますが、その中で、非常に87館のうち30館

程度のことということでありましたが、今後、

その中で避難場所となっている館などもござい

ますので、それについては耐震診断、そして耐

震化に向けて動きを進めてまいりたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 指定管理制度のあり方につ

きまして答弁させていただきます。 

 今回８件の指定管理の審査を行いました。審

査の集計に当たりましては、最高点と最低点を

発表いたしまして、点差の開きのあった場合に

は、その理由を確認し、協議するようにいたし

ました。最大の点差で24点、最少の点差で12点

でございましたが、個別項目で見ますと、やや

不満の４点評価とした審査員がございませんで

したので、今回はそのままの評定を審査結果と

させていただきました。 

 個別項目で見ますと、財政的にかかわる部分

の項目が低いという傾向がございます。これか

らも、もし低い傾向、低い評価が出ました場合

はどういうふうな対応をするかというのを、き

っちりとしました審査ルールでありますとか内

規的な規定を設けて対応しなければならないと
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いうふうに考えております。 

 また、図書館の指定管理の公募でございます

が、担当課のほうからは、これまでの指定期間

中の実績を判断いたしまして、１社指名で非公

募という形で審査会に図りたいというふうな提

案がございました。これまでの実績は当然評価

するといたしましても、指定管理制度を考えま

すと、次回の指定管理者の選定の際には基本的

に公募で行うよう担当課に要請をしたいという

ふうに考えております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁をいただ

きまして、感謝申し上げます。 

 けじめをつけるということは大切なことだと

思いますし、それはぜひもう一回言わせていた

だいて質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○小関勝助議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○小関勝助議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 なお、佐々木弘充選挙管理委員会事務局長か

ら早退させてほしい旨の申し出があり、許可い

たしましたので、ご報告いたします。 

 それでは、市政一般に関する質問を続行いた

します。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位８番、議席番号８番、

大道寺 信議員。 

  （８番大道寺 信議員登壇） 

○８番 大道寺 信議員 本定例会に当たり、通

告してあります１点について質問いたします。 

 今回の質問は、議員として最後の一般質問に

なると思います、なると思いますじゃない、な

ります。私は、平成11年初当選以来、在任中の

定例会において、一般質問は３回を除いて、つ

まり３回行わなかったわけでありますけれども、

さまざまな課題で質問に立ってまいりました。

内容は的を射てないこともあったと思いますが、

その評価は市民の皆さんに委ねたいと思います。 

 この間、常に市の発展、持続可能な自治体の

構築、市民生活の向上の視点を大事にしながら

質問してきたつもりであります。今回は最後の

一般質問となりますが、人口減少社会という、

かつて経験したことがない環境の中にあり、今

後、難しい市政運営になると思いますが、持続

可能な自治体をつくること、市民生活が向上す

ることを願いながら市政運営について質問いた

しますので、ご理解をいただき、ご答弁をお願

いするものであります。 

 なお、私も大変早口でございますけれども、

今回は思いを込めまして、ゆっくりと質問をさ

せていただきます。 

 まず、第１点目は、財政再建時の取り組みの

考えが大事ではないかについてお聞きをいたし

ます。 

 平成27年度の施政方針では、市政運営の基本

的考え方で、国の地方創生に呼応し長井創生に

取り組み、攻めの市政運営にチャレンジしたい

と述べています。一方で、今後の財政運営は厳

しくなることも予想される中で、難しい運営と

もなると考えられます。 

 長井市は平成10年度から財政の健全化に取り

組み、ようやく改善するまでに至りましたが、

この間の取り組みを大事にしていく必要がある

と考えます。財政が厳しくなってからの取り組




